
 

応募要領 

 

本事業は、令和８年度予算にかかる事業であることから、本入札にかかる落札

及び契約締結は、予算が成立し、予算の示達がなされることを条件とするもので

ある。 

 

第１ 事業名 

   令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の収集及び法的整理等） 

 

第２ 事業の目的及び概要等  

令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の収集及び法的整理等）

仕様書のとおり  

 

第３ 予算限度額 

予算限度額は、７７,８９４千円（消費税及び地方消費税額を含む。）以内と

する。 

 

第４ 応募資格 

１ 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条の規定に該当しない

者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の

ために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

２ 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

３ 令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提

供等」の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者である

こと。 

４ 農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措

置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

５ 経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 

６ 複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体（民法（明治29

年法律第89号）上の組合に該当するもの。以下同じ。）による参加も可とする。 

この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務

分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体（以下「構成員」という。）

の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での

契約締結書(又はこれに準ずる書類。以下「規約書等」という。)を作成する必要

があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る企画競争

の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。 

また、代表者及び代表者を除く他の構成員については、上記１から５の要件

に適合するとともに、契約候補者に決定した場合は規約書等を契約締結前まで

に提出すること。 



なお、共同事業体に参加する構成員は、本企画競争において他の共同事業体

の構成員となること又は単独で参加することはできない。 

 

 

第５ 契約期間 

契約締結日から令和９年３月 23 日（火）までとする。 

 

第６ 応募に係る説明会の開催 

 １ 開催日時：令和８年２月 12 日（木） 13：30～14：30 

２ 開催場所：web 会議方式 

３ 説明会への出席を希望する者は、「応募に係る説明会出席届」(別紙様式第１

号)を令和８年２月 10 日（火）正午までに以下の提出先にメールで送付し、参

加申し込みを行うこと。 

（提出先）農林水産省輸出・国際局規制対策グループ 

電話 03-6744-1776 

    e-mail: kisei-kikaku-kagaku/atmark/maff.go.jp 

※ スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送

信の際は「@」に変更すること。※ スパムメール対策のため、「@」を

「/atmark/」と表示しているので、送信の際は「@」に変更すること。 

４ 説明会への出席の有無は、第４の応募資格とはしない。 

 

第７ 参加表明書に関する事項 

参加表明書は、「企画競争参加表明書」（別紙様式第２－１号又は別紙様式

第２－２号）により作成し、第９の１の「提出書類」と併せて提出することと

する。 

 

第８ 応募する企画提案書の内容 

１ 事業の遂行体制 

・事業実施体制（事業スケジュール、人員数、海外とのネットワークを含む） 

・責任者、経理担当者、実施運営者 

・農林水産物・食品の安全措置に係る海外調査・分析業務等類似の業務実績 

２ 具体的な企画提案 

・事業内容の理解及び追加提案 

・事業実施方法・効率性（作業手順を含む） 

・事業の効果 

 

３ その他必要な事項 

・再委託の有無（ある場合は、再委託内容、必要性、再委託金額を記載） 

また、再委託には以下の制限があるので留意すること。 



【ｱ】事業の全部を一括して請け負わせてはならない。 

【ｲ】事業の主たる部分（総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技

術的判断等）を請け負わせてはならない。 

【ｳ】再委託の合計金額は委託費の限度額の 50％以内としなければならな

い。 

ただし、以下の場合は上記【ｲ】、【ｳ】の制限を適用しないこととする。 

【ｴ】再委託先の業務が海外で行われる場合 

【ｵ】広告、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習

となっている場合 

【ｶ】会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第３号の規定に基づく子会 

社又は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 38 

年 11 月 27 日大蔵省令第 59 号）第８条第５項及び第６項に規定する 

関連会社に業務の一部を請け負わせる場合 

なお、上記【ｳ】の再委託の比率は、上記【ｴ】～【ｶ】に該当する再委託

の金額を委託費の限度額から減算して計算した率とする。 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（えるぼし認

定企業、プラチナえるぼし認定企業、行動計画）、次世代育成支援対策推進

法に基づく認定（くるみん認定企業、トライくるみん認定企業、プラチナく

るみん認定企業、行動計画）及び青少年の雇用の促進等に関する法律に基づ

く認定（ユースエール認定企業）を受けている者である場合は、基準適合認

定通知書等の写しなど認定状況の分かる資料（基準に適合し認定されている

者であることを企画提案書に記載すること。） 

 

第９ 企画提案書及びその他提出書類の提出期限 

１ 提出書類 

（１）企画提案書 

（２）見積書（経費内訳）（別紙様式第５） 

（３）提出者の概要（会社概要等） 

※民間企業にあっては、営業経歴書及び最新の決算（営業）報告書１年分

（又はそれに準じるもの）。ただし、共同事業体で応募する者は、その代

表者のものとする。民間企業以外の者にあっては、定款又は寄附行為及

び最新の決算（営業）報告書１年分（又はそれに準じるもの）。ただし、

共同事業体で応募する者は、その代表者のものとする。 

（４）「令和７・８・９年度資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」の写し。 

※ 共同事業体での応募の場合は、全構成員分を提出すること。 

（５）男女共同参画等への取組状況がある場合(認定書等) 

※ 共同事業体での応募の場合は、全構成員分を提出すること。 

２ 提出期限及び提出方法 

令和８年２月 27 日（金）正午必着とする。 



下記３提出先に、原則、電子メールに整理番号【084014】を付して提出する

こと（詳細は別添「電子メールを利用した書類の提出方法」のとおり。）。 

電子メール以外で提出する場合は、PDF ファイルを電子媒体※（CD-R 又は

DVD-R）に格納し、当該電子媒体に契約件名及び事業者名を表示（ケースは不

可）の上、提出すること。 

なお、郵便・信書便の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 

 ※ 提出する電子媒体については、提出する前にウイルスチェックを行い、ウ

イルスチェックを行った日時・ソフト名・バージョン及びパターンファイル

のバージョンを記載したラベルを添付すること。 

３ 提出先 

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

農林水産省大臣官房予算課契約班（本館１階 ドア№本135） 

（第14の応募・照会窓口の２の契約に関する窓口） 

メールアドレス：nousui_itakukeiyaku/atmark/maff.go.jp 

※ スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、

送信の際は「@」に変更すること。 

４ 提出に当たっての注意事項 

（１）持参により提出する場合の受付時間は、行政機関の休日を除く 10:00～

17:00 まで（令和８年２月 27 日（金）は正午まで）とする。 

（２）提出期限までに農林水産省大臣官房予算課契約班に到着しなかった場合は

無効とする。 

（３）提出された書類はその事由のいかんにかかわらず、変更又は取消しを行う

ことはできない。また、返却も行わない。 

（４）虚偽の記載をした企画提案書等は、無効とする。 

（５）競争参加資格を有しない者が提出した書類は、無効とする。 

（６）１者当たり１件の企画提案を限度とし、１件を超えて申込みを行った場合

は全てを無効とする。 

（７）「暴力団排除に関する誓約事項」（別紙様式第３号）について、虚偽又は

これに反する行為が認められた書類は、無効とする。 

（８）企画提案書を作成するに当たり質問等がある場合には、質問状（別紙様式

第４号）に必要事項を記載の上、令和８年２月 26 日（木）13 時までに第 14

応募・照会窓口の１の事業に関する窓口に提出すること。 

５ その他 

（１）企画提案書に使用する言語は日本語とする。 

（２）企画提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

（３）採用された企画提案書等は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法  

律（平成 11 年法律第 42 号）において、行政機関が取得した文書について、

開示請求者からの開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地



位等を害するおそれがないものについては、開示対象となる場合がある。 

（４）企画提案書等は、提出者に無断で使用しない。 

（５）企画提案書の提出者の「暴力団排除に関する誓約事項」については、「企

画競争参加表明書」（別紙様式第２－１号又は別紙様式第２－２号）の提出を

もってこれに同意したものとする。 

 

第 10  委託先の選定 

１ 選定方法 

（１）提出された企画提案書について、「２ 審査基準及び審査項目」に基づ

いて採点・審査を行い、採点した得点の最上位の者（最上位の者が複数あ

る場合は、最高得点を獲得した審査項目が最も多い者とし、更に当該数が

同一の場合にあっては、審査委員会が選定した者）を本委託事業の委託契

約候補者として支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官（経理）（以

下「支出負担行為担当官」という。）に推薦するものとする。 

なお、契約候補者から契約候補辞退届（別紙様式第６号）の提出があっ

た場合は、採点した得点が次に高かった者を契約候補者として、支出負担

行為担当官に推薦することとする。 

（２）審査の方法については、非公開とする。 

２ 審査基準及び審査項目 

企画提案書の審査に当たっては、「第２事業の目的及び概要等」の達成につ

いて判断するため、事業を確実にかつ効率的・効果的に実施できるか、次の項

目について採点を行う。 

（１）事業実施主体（①事業実施体制（海外とのネットワークを含む）、②責

任者、経理担当者、実施運営者、③農林水産物・食品の安全措置に係る海

外調査・分析業務等類似の業務実績） 

（２）事業運営の基本方針（④事業内容の理解、⑤事業内容の追加提案） 

（３）事業の内容・実施方法（⑥事業の内容・実施方法の妥当性・効率性、⑦

事業の内容・実施方法の独創性） 

（４）事業実施に向けた工程（人員・作業手順を含む）  

（５）事業の効果  

（６）見積書（経費内訳） 

（７）男女共同参画等への取組（ワーク・ライフ・バランスを推進する企業と

して、（１）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、（２）次世

代育成支援対策推進法、（３）青少年の雇用の促進等に関する法律に基づ

く認定を受けているか。） 

３ 企画提案会の開催 

企画提案会を令和８年３月３日（火）14:00～18:00 の間に開催する。 

開催場所、説明時間、出席者数の制限等については、有効な書類を提出した



者に対して令和８年３月２日（月）17 時までに連絡する。 

なお、企画提案会の実施方法については上記により連絡するものとし、指定

された場所及び時間において、提出した企画提案書等の説明を行うものとする。 

４ 審査結果の通知 

審査結果は、企画提案会後、おおむね２週間以内に参加者に対し文書によ

り通知する。 

 

第 11 契約保証金 

会計法（昭和 22 年法律第 35 号）第 29 条の９第１項に規定する契約保証金の

納付は、予算決算及び会計令第 100 条の３第３号の規定により免除する。 

 

第 12 委託費の支払方法 

委託費の額が確定した後、受託者からの適法な請求書を受理した日から 30 日

以内にその支払を行うものとする。 

 また、契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、

実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額

を支払うこととなる。 

 

第 13 実績報告 

受託者は、委託事業が終了したとき（委託事業を中止又は廃止したときを含

む。）は、委託事業の成果を記載した実績報告書を提出するものとする。 

 

第 14 応募・照会窓口 

１ 事業に関する窓口 

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

農林水産省輸出・国際局規制対策グループ（本館４階 ドア№本 423） 

電話：03-6744-1775 

２ 契約に関する窓口 

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

農林水産省大臣官房予算課契約班（本館１階 ドア№本135） 

電話：03-6744-7162 

※受付曜日：月曜日～金曜日（行政機関の休日を除く。） 

※受付時間：10：00～17：00 

 

第 15 その他 

提出者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラ

イン」（令和４年９月 13 日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係

府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 



別添 

電子メールを利用した書類の提出方法 

 

１．送信先 

農林水産省大臣官房予算課契約班 宛 

メールアドレス：nousui_itakukeiyaku/atmark/maff.go.jp 

※ スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、

送信の際は「@」に変更してください。 

 

２．送信メールの件名 

「整理番号・事業者名・○／○」としてください。 

例：012345・○○○○○(株)・1／3 

※ 整理番号は公示等に記載された番号を必ず記載してください。 

※ ○／○は何分割の何番目のメールかを記載してください。（下記６参照） 

 

３．メール本文への記載事項 

件名、事業者名、担当者名、連絡先電話番号を記載してください。 

 

４．メール容量 

本文を含め７MB です。（下記６参照） 

 

５．添付ファイルの形式及びファイル名 

ＰＤＦファイルの電子データ形式で提出してください。 

ファイル名は「整理番号・提出書類名・事業者名・○／○」としてください。 

例１：012345・提案書・○○○○○(株) ・1／3 

例２：012345・企画提案書・○○○○○(株) ・1／3 

例３：012345・競争参加資格・○○○○○(株) ・1／1 

※ 複数の提出書類を一つのファイルにまとめないでください。 

 

６．メール容量を超える場合の送信方法 

７MB を超えるファイルを送信する場合には、分割して送信してください。 

なお、分割しない場合も含め、送信メールの件名及びファイル名の最後に「1／

1」や「1／3」など、何分割の何番目であるかを必ず記載してください。 

※ 圧縮ファイルは使用しないでください。 

 

７．受信確認 

メール受信後、翌日の 17 時まで又は提出期限日の 17 時までのいずれか早い

日時にメールを受信した旨を送信者にメールで返信します。受信のメールが届か

ない場合には、１の送信先（電話の場合：03-6744-7162）に連絡してください。 



（別紙様式第１号） 

                                                    令和  年  月  日  

 

 

農林水産省輸出・国際局規制対策グループ 御中 

 

 

住    所 

商号又は名称 

担当者氏名 

 

 

応募に係る説明会出席届 

 

 

令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の収集及び法的整理等）の

応募に係る説明会への出席を希望します。 

なお、説明会の出席者は、下記のとおりです。 

 

                                      記 

 

所属・役職 

出席者氏名 

                    （※２名以上出席する場合は他○名と記載すること。） 

電 話 番 号 

  メールアドレス 



（別紙様式第２－１号） 

令和  年  月  日  

 

 

農林水産省大臣官房参事官（経理） 殿 

 

 

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名 

 

 

企画競争参加表明書 

 

 

令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の収集及び法的整理等）の

企画競争に参加することを表明します。 

 

○ 担当者 

所属・役職 

担当者氏名 

電 話 番 号 

  メールアドレス 

 



（別紙様式第２－２号） 

令 和   年   月   日  

 

企画競争参加申込書（共同事業体） 

 

支出負担行為担当官 

農林水産省大臣官房参事官（経理） 殿  

 

【共同事業体代表】 

住  所 

名   称  

代表者役職氏名 

 

下記の委託事業について共同事業体により企画競争参加の申し込みをします。 

また、受託候補者となった場合は、契約締結前までに共同事業体の結成・運営等

に関する規約書等を作成し写しを提出します。なお、規約書等には、事業分担及び

その考え方並びに実施体制について、明確に記載します。 

記 

企画競争案件名： 

令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の収集及び法的整理等） 

 

１． 共同事業体名： 

２． 共同事業体の構成員及び担当業務 

 

  
住所及び商号又は名称 

 
分担事業内容 

代表者 〒  

構成員 〒  

構成員 〒  

構成員 〒  

（注意） 本様式は共同事業体で参加する場合のみ提出すること。 

 



（別紙様式第３号） 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいず

れにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被る

こととなっても、異議は一切申し立てません。 

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただ

し、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）

を警察に提供することについて同意します。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所を

いう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関

与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をい

う。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）であるとき 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、又は運営に協力し、又は関与してい

るとき 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなど

しているとき 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

とき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１）暴力的な要求行為を行う者 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

（５）その他前各号に準ずる行為を行う者 

 上記事項について、企画競争参加表明書の提出をもって誓約します。 

 



（別紙様式第４号） 

質  問  状 

 

社 名 

 

 

 

住 所 

 

 

 

ＴＥＬ 

 

 

メール 

アドレス 

 

 

 

質問者 

 

 

 

質問に関連する文書名及び頁 

 

 

 

 

 

質問内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（別紙様式第５号） 

 

令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の収集及び法的整理等） 

 

区  分 予算額 備  考 

 

※項目は必要に応じて

適宜変更してください 

 

人件費 

 

事業費 

 

 

 

 

 

再委託費 

 

一般管理費 

 

消費税等 

 

 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

A ＠〇〇円 × 〇〇時間 ＝ △△△ 円 

B ＠〇〇円 × 〇〇時間 ＝ △△△ 円 

 

旅費 〇〇円 

△費 〇〇円 

〇費 〇〇円 

□費 〇〇円 

 

（再委託費がある場合は記載） 

 

（人件費＋事業費（再委託費を除く））

×10％以内 

 

（人件費＋事業費＋再委託費）×10％ 

計 円  

（注）・再委託がある場合、再委託先の内訳を明記すること。 

・必要に応じて、資料を添付すること。 

・備考欄には、区分欄に掲げる経費の根拠を詳細に記載すること。 

・一般管理費及び率等を経費として計上する場合は、一般管理費率は総事業費（再

委託費を除く（精算時も同様とする）。）の１０％以内とする。なお、確定額に

ついては、委託事業に係る計画額（予算額）又は実支出額のいずれか低い額とす

る。 

・備品（原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち取得価格が 50,000

円以上の物品）の購入は認めない。 

・人件費の算定については別添「委託事業における人件費の算定方法等の適正化に

ついて」を参照すること。また、根拠となる資料を添付すること。 

・消費税等の算出には、10%で１円未満の端数は切り捨てで計算すること。 



（別紙様式第６号） 

 

令和  年  月  日 

 

農林水産大臣官房参事官（経理） 殿 

 

 

 

住    所 

商号又は名称 

代 表 者 指 名 

 

 

 

契 約 候 補 辞 退 届 

 

 令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の収集及び法的整理

等）に関する契約候補について、〇〇〇の理由により、辞退します。 
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仕様書 

 

１ 事業名 

令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の収集及び法的整理等） 

 

２ 用語の定義又は説明 

本仕様書で使用する用語の定義又は説明は別紙１のとおり。 

 

３ 背景 

（１）SPS 通報、TBT 通報等、諸外国が措置しようとする輸入規制に関する情報について 

SPS 協定は、人、動物又は植物の生命又は健康を守るという衛生植物検疫措置の本来

の目的を達成するとともに、貿易に与える影響を最小限にすることを確保するための具

体的なルールを定めたものである。SPS 協定は動植物検疫、食品衛生及び飼料安全、人

畜共通伝染病等全ての衛生植物検疫措置を対象としており、WTO 加盟国が導入を検討し

ている衛生植物検疫措置が国際基準に整合しておらず、他の加盟国の貿易に著しい影響

を及ぼすおそれがあるときは、透明性を確保するため、当該措置について WTO 事務局を

通じて他の加盟国に SPS 通報することとされている。 

TBT 協定は、各国の規格及び適合性評価手続が、国際貿易に不必要な障害をもたらす

ことのないようにするために具体的なルールを定めたものである。TBT 協定は、農産品

を含む全ての産品に関する強制・任意規格及びそれらに関連する適合性評価手続を対象

としており、SPS 協定と同様に、加盟国が導入を検討している強制規格又は適合性評価

手続が国際基準に整合しておらず、他の加盟国の貿易に著しい影響を及ぼすおそれがあ

るときは、透明性を確保するため、当該措置について WTO 事務局を通じて他の加盟国に

TBT 通報することとされている。 

また、両通報のほか、諸外国が導入しようとする輸入規制に関する情報は、在外公館

や輸出支援プラットフォーム、民間事業者、諸外国で実施されるパブリックコメント等

から得ることもある。 

（２）農林水産省の両通報等に対する対応状況 

これまで農林水産省では、両通報を中心に、諸外国による輸入規制が我が国の農林水

産物・食品の生産や貿易に及ぼす影響を評価するとともに、その重要性に応じて両通報

に関する照会や意見提出、SPS 委員会又は TBT 委員会における問題提起、諸外国への照

会や協議をしつつ、必要に応じて国内の規則等を整備する、事業者への支援策を講じる

などにより、我が国農林水産物・食品の生産や貿易への影響を最小限に留められるよう

対応を進めてきたところである。 

（３）両通報等への対応強化の重要性と課題 

輸出促進法や同法に基づく基本方針のほか、輸出戦略を定め、輸出を拡大するための

対策を講じてきた結果、我が国農林水産物・食品の輸出額は年々増加しており、2025 年

１－11 月期の輸出額は過去最高額となった 2024 年同期の実績を超える状況にある。輸

出先国や輸出品目が多様化する中、今後更なる輸出拡大を図っていくためには、これま

で以上に両通報等への対応を強化する必要がある。一方、年間計６千件を超える両通報
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等を基に、我が国農林水産物・食品の生産や貿易へ与える影響について、これまで以上

に迅速かつ適切に評価し対応方針を決定するためには、国内の農林水産業や食産業の実

態に関する知識だけでなく、衛生植物検疫措置や強制規格等に対する知識・理解、各国

の規則体系の理解、さらに各国の公用語の文書しか公表されていないこともある参考文

書を読解するための語学力等が求められる高度かつ専門的な業務を効率的に実施する必

要があるところ、関連業務の一部を委託し、農林水産省外の知見を活用して両通報等へ

の対応を強化するとともに、持続可能かつ効率的・効果的な両通報等への対応手法につ

いて検討する必要が生じているところである。 

 

４ 事業の目的 

我が国農林水産物・食品の輸出を更に拡大させるためには、諸外国が導入した又は導

入しようとする輸入規制等に適切に対応していく必要があることから、本事業により両

通報を中心に輸入規制に関する情報を迅速かつ適切に収集・分析し、国際法や我が国及

び輸出先国の国内法、国際的な慣習等を踏まえ法的観点から整理するとともに、輸出関

係者に対する迅速な情報提供及びフィードバックの取得等により、諸外国による輸入規

制が我が国農林水産物・食品の生産や貿易に与える影響を効率的・効果的に評価する。 

 

５ 委託事業の履行期間 

契約締結日から令和９年３月 23 日（火）まで 

 

６ 委託事業の内容 

 本事業の業務項目は以下①～③のとおりであり、具体的な業務内容は以下（１）～（３）

のとおり。想定される業務数量は別紙２を参照。 

① 両通報の翻訳等 

② 諸外国による輸入規制の法的な観点からの相談対応業務 

③ ①及び②に付随する業務 

（１）両通報の翻訳等について 

① 契約締結日以降、原則毎営業日、前営業日に ePing で新たに公開される全ての両

通報の一覧表をダウンロードし、越境性疾病、病害虫、農薬、食品添加物、表示、

容器・包装等農林水産省の所掌に関係があると判断される通報を特定したうえで、

「Title」、「Description」及び「Objectives」の翻訳や情報を付加し、報告（提出）

用ファイルを作成する。具体的な手順は別紙３を参照。 

   なお、本業務の対象とする通報は、令和８年３月 16 日（月）から令和９年３月 15

日（月）までに ePing で公開されたものとし、令和８年３月 16 日（月）から契約締

結日までに ePing で公開されていた通報については、初回報告時にまとめて農林水

産省輸出・国際局規制対策グループの職員（以下「監督職員」という。）に報告する。 

② 契約締結日以降、毎月、監督職員が指定する国・地域の規制当局等のウェブサイ

ト（別紙４参照）を確認し、監督職員と協議の上、決められた期日までに水際での

違反事例等に係る事業者向け案内文を作成する。 

（２）諸外国による輸入規制の法的な観点からの相談対応業務について 
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① 監督職員の指示に従い、諸外国による輸入規制に関して、両委員会等や輸出先国

との協議に向けた対応方針について両協定等との整合性等の観点から助言するほ

か、英語で適切な主張ができるよう農林水産省が作成した発言要領（和文）案の英

文への翻訳や英文発言要領案の確認を行う。また、農林水産省において把握した輸

入規制情報のうち追加の情報収集が必要と考えられる案件に関して、監督職員の指

示に従い、両通報の添付文書、諸外国の官報や規制当局のウェブサイトで公表され

ている情報等の追加収集・翻訳・整理や、両協定との整合性、WTO の補助金及び相

殺措置に関する協定を含むその他の国際法や国際的な習慣に照らし合わせた問題

点、当該規制が我が国農林水産物の生産や貿易に与える影響等について分析・評価

し、監督職員へ報告する。 

報告期限は、両協定において通報に対し意見を提出する場合、意見提出が可能な

期間は原則 60 日間とされているところ、この期限や諸外国のパブリックコメント

の期限に対応できるよう、原則として作業を指示した日の翌日から起算して２週間

以内（行政機関の休日を含む）とする。なお、監督職員が指定した文書の翻訳のみ

の場合は、原則として作業を指示した日の翌日から起算して７日以内（行政機関の

休日を含む）とする。監督職員からの相談、指示内容（報告書形式での報告を求め

る場合等）や文書で使用されている言語、文書の分量によっては受託者と監督職員

の間で期限延長について協議する。 

② 監督職員の指示に従い、各国・地域に所在する輸出支援プラットフォーム等から

の農林水産物・食品の輸入規制に関する相談について、法的観点から助言等を行う。 

③ 監督職員の指示に従い、諸外国による輸入規制について日本国内の輸出関係者等

への説明会を行う。 

④ 相手国政府機関等との協議等において、１回につき２時間を上限に通訳業務を行

う。対象言語は、英語、フランス語、スペイン語、タイ語、インドネシア語及びア

ラビア語とするが、他の言語については、監督職員と協議の上、決定する。なお、

通訳業務の手法は、対面又はオンラインによるものとする。 

（３）その他 

① 監督職員との打合せ 

 事業期間中、作業手順や報告（提出）物のイメージの確認、（２）の業務の成果物

に関する補足説明の要求、総括報告書の作成等について、監督職員が対面又は WEB

会議システムによる受託者との打合せを求めることがある。 

 回数は、事業開始後、事業終了前各１回のほか、年２回（計４回）、１回１時間程

度を想定している。 

② 翻訳及び報告（提出）物の作成 

両通報には、WTO の公用語である英語、フランス語及びスペイン語が使用されて

いるほか、通報に添付・公開されている文書や諸外国の公表資料の中には、タイ語、

中国語等の各通報国の公用語版しかない場合があるため、これら諸言語の翻訳にも

対応すること。 

翻訳業務にあたって、機械翻訳・AI 翻訳等の翻訳サービスを使用することは妨げ

ないが、事前に監督職員に使用する翻訳サービスについて報告すること。また、翻
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訳サービスを使用した場合は、受託者において得られた訳文の確認及び校正を行い、

訳語が不確かな場合は、仮訳の後に括弧書きで原文を記載するなど監督職員でも確

認できるようにすること。 

（１）及び（２）の業務において翻訳した文書は、動植物検疫、農薬・食品添加

物規制等に関し一定の専門的知識を有する者が翻訳内容について確認すること。 

報告内容について誤りがあった場合や監督職員から求めがあった場合は、監督職

員の指示に従い訳文を修正すること。 

なお、（１）及び（２）の業務は、共同事業体により行うことも可とする。 

③ 業務実績の管理 

（２）の業務は時間で実績を管理するため、事業期間中、本事業の実施に要した

時間や事業費への換算額、累計額について、業務項目別に毎月の実績値（概算）を次

月 10 日までに監督職員に報告すること。 

④ 情報セキュリティ対策 

本事業の監督職員への報告は電子メールに電子ファイルを添付し送信することを

想定している。公表資料の単純な翻訳以外の成果物の監督職員への報告時、また、

受託者において作業を実施する場合は、十分なセキュリティ対策を講じること。 

⑤ 引継ぎ 

受託者は、本事業の終了に伴い、次期（令和９年度）に後継事業がある場合には、

業務の引継ぎ及びその内容について、事前に監督職員に協議し、了承を得た上で、

作業手順等の業務内容を明らかにした書類等により、次期事業受託者に対し十分な

引継ぎを行うこと。引継ぎに要する経費は受託者の負担とする。 

 

７ 成果物 

事業の成果物として、履行期限までに、６－（１）及び（２）の報告内容を取りまと

めた総括報告書を作成する。総括報告書に記載する内容については、事業実施期間内に

監督職員と協議の上決定する。 

総括報告書は履行期限までに電子媒体（CD-R 又は DVD-R による電子ファイル。（※））

にて１セットを監督職員に提出すること。 

（※）納入する電子媒体は、ウイルスチェックを行い、ウイルスチェックに関する情報（ウイル

ス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等）を記載したラベルを添付

して提出すること。  

 

８ 実績報告書 

本事業が終了したとき（委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。）は、委託事業

の成果等を記載した委託事業実績報告書を「７ 成果物」の提出と併せて履行期限まで

に１部提出すること。 

 

９ 業務内容（数量を含む。以下同じ。）の変更 

事業を行うに当たり、次のいずれかに該当する事実が発生した場合、その旨を直ちに

監督職員に連絡するとともに、協議の上、必要に応じて契約書に則った手続を行うこと。 
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① 仕様書に記載されている業務内容を変更しようとする場合。 

② 天災地変及びその他やむを得ない事由により、仕様書に記載されている業務内容を

実施することが困難と考えられる場合。 

事業の目的を達成するために、仕様書に明示されていない事項について必要な作業等

が生じたとき、又は事業の内容を変更する必要が生じたときは、農林水産省と受託者と

が協議を行うこと。 

 

10 資料の閲覧 

令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）を有している者に限

り、本事業の公告期間中に、監督職員が指示する日時及び場所において、類似事業の成

果物の一部や６－（１）において想定している報告資料の具体例の閲覧を可能とする。

閲覧を希望する者は、原則として、閲覧希望日の２日（行政機関の休日を含まない。）前

の 10 時から 17 時の間に監督職員へ連絡すること。 

 

11 応札者の要件 

（１）主要な言語の文書について日本語へ翻訳する一定の能力を有すること。 

（２）両通報が対象とする衛生植物検疫措置、強制規格又は適合性評価手続について、一

定の専門知識を有する、若しくはこれらについて、専門的な知見をもつ照会、相談先

を有すること。 

 

12 連絡先 

農林水産省輸出・国際局規制対策グループ 本館４階ドア No.本 423 

 

13 その他 

（１）受託者は、事業の実施に当たって監督職員と十分な協議・調整を行い、提案書のと

おり事業を実施すること。 

（２）本委託事業における人件費の算定に当たっては、別添の「委託事業における人件費

の算定等の適正化について」に従うこと。 

（３）受託者は、本事業により知り得た情報（個人情報を含む。）について、業務の期間に

関わらず、本事業の目的以外で使用し、又はその情報を外部に漏らしてはならない。 

（４）受託者は、事業の実施に当たって再委託を行う場合は、事前に監督職員と協議を行

い、承認を得ない限り再委託を行ってはならない。 

（５）一括再委託並びに総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等の業務

の再委託は禁止する。 

（６）本件の成果物に関する一切の権利は発注者に帰属し、受注者は当該成果物について

著作権人格権を行使しないものとする。 

（７）提案書等の提出書類の作成及び提出に係る費用は提案者の負担とする。 

（８）対価の支払時期は、適法な請求書を受理した日から 30 日以内とする。 

（９）環境関係法令等の遵守及び取組 

① 環境関係法令の遵守 
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受託者は、委託事業の提供に当たり、関連する以下の環境関係法令を遵守するもの

とする。 

ア 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号） 

イ プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和３年法律第 60 号） 

② 環境関係法令の遵守以外の事項 

受託者は、委託事業の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、

事業の最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のみど

りチェック実施状況報告書として提出すること。なお、全ての事項について「実施し

た／努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア～カの

各項目について、一つ以上「実施した／努めた」にチェックを入れること。 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状

況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空

調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の

利用等）の実施に努める。 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械

の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 
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別紙１ 

用語の定義又は説明 

用語 定義又は説明 

WTO 世界貿易機関 

SPS 協定、 

SPS 通報、 

TBT 協定、 

TBT 通報 

SPS 協定：WTO の「衛生植物検疫措置の適用に関する協定」 

SPS 通報：WTO 加盟国が SPS 協定に基づき WTO 事務局を通じて加盟国に対してする

通報 

TBT 協定：WTO の「貿易の技術的障害に関する協定」 

TBT 通報：WTO 加盟国が TBT 協定に基づき WTO 事務局を通じて加盟国に対してする

通報 

SPS 協定及び TBT 協定を「両協定」、SPS 通報及び TBT 通報を「両通報」というこ

とがある。 

（参考 URL）https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page23_001870.html 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/wto-sps/ 

国 「加盟国」、「通報国」、「輸出先国」等、文脈上我が国以外を指している場合、国の

ほか特定の地域も含む。 

ePing ePing：海外の動植物検疫や食品規制等の情報に関する通報システム 

国際連合経済社会局、WTO 及び国際貿易センターにより作成されたシステムであ

り、公開された SPS 通報、TBT 通報の検索が可能となっている。 

（参考 URL）https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/honbu/ePing/index-1.html 

輸出促進法 「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」（令和元年法律第 57 号） 

基本方針 「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本方針」（令和２年４月３日農林水

産物・食品輸出本部決定、令和７年６月 17 日一部改正） 

（参考 URL）https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_action/keikaku.html 

実行計画 「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する実行計画」（令和７年６月 17 日農林

水産物・食品輸出本部） 

（参考 URL）

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_action/keikaku.html 

輸出戦略 「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」（令和２年 12 月農林水産業・地域の活

力創造本部決定、令和７年５月 30 日農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国

規制への対応等に関する関係閣僚会議改訂） 

（参考 URL）https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/progress/index.html 

輸出重点 

品目 

輸出戦略において、海外で評価される日本の強みがあり、輸出拡大の余地が大き

く、関係者が一体となった輸出促進活動が効果的な品目として、31 の品目を輸出

重点品目として選定している。 

輸出支援 

プラット 

フォーム 

「農林水産物・食品 輸出支援プラットフォーム」 

輸出戦略において、輸出先国において輸出事業者を包括的・専門的・継続的に支

援するため、在外公館、ジェトロ海外事務所、JFOODO 海外駐在員を主な構成員と

する支援体制を構築している。 

（参考 URL）https://www.jetro.go.jp/agriportal/platform/ 

監督職員 農林水産省輸出・国際局規制対策グループの担当職員 
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別紙２ 

業務量の参考となる情報 

 

 

 本紙は業務量を見積もるに当たり参考となる数量を示したものである。 

通報の総数や業務対象となる通報件数、報告書の想定分量は増減があり得るものであり、

あくまでも参考として用いられたい。また、監督職員の指示により、予算の範囲内で、実

需に応じて業務数量を変動することがある。 

 

１ 両通報の件数等（2024 年実績） 

（１）SPS 通報 

① 通報国・地域数： 70 

② 通報件数： 2,147 

③ 月ごとの通報件数： 114～255 

④ 通報の「概要」の単語数：平均約 75 

（２）TBT 通報 

① 通報国・地域数： 91 

② 通報件数： 4,337 件 

③ 月ごとの通報件数： 174～722 件 

④ 通報の「概要」の単語数：平均約 86 

 

２ 業務量の見込み 

（１）両通報のうち、農林水産省の所掌に関係する通報 

全通報のうち５割強 

（２）仕様書６（２）の相談対応業務 

100 人・時間／月 

（３）仕様書６（２）の相談対応業務の報告（報告書の形で報告する場合） 

１件当たりＡ４・５枚（日本語 5,000 字）程度 

（４）仕様書６（２）の相談対応業務の報告（公表文書の翻訳のみの場合） 

１件当たり A４・10 枚（日本語 10,000 字）程度） 
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別紙３ 

 

作業手順（SPS 通報・TBT 通報の翻訳等） 

 

本紙は業務に必要な手順を示したものであり、監督職員からの指示により変更すること

があり得る。また、より効果的・効率的手法があれば、監督職員に相談の上、変更可とす

る。 

 

１ ePing からの通報データの取得 

（１）https://epingalert.org/en/Search/Index にアクセス。 

（２）「SEARCH NOTIFICATIONS」で必要な通報を検索。 

「Distribution date from」及び「Distribution date to」で取得したい通報日の

範囲（１日、１週間等）を指定する。 

（３）「Export search results」を押下し、Excel ファイルをダウンロード。 

 

２ ダウンロードしたファイルの加工・翻訳・報告 

（１）ダウンロードした Excel ファイルの加工・翻訳 

① 「農林水産省への報告日」列を追加し、（２）で農林水産省に報告する年月日を記

載する（記載例：2026/04/01）。 

② 「SPS/TBT」列を追加し、各レコードが SPS 通報か TBT 通報であるかを分類する

（分類例：SPS、TBT）。 

③ 「翻訳対象」列を追加し、各レコードが翻訳対象（農林水産物・食品に関係する

通報）かを分類する（分類例：○、×）。 

④ 「Title 翻訳」列を追加し、③で翻訳対象に分類した通報の「Title」欄を翻訳し

記載する。 

⑤ 「Description 翻訳」列を追加し、③で翻訳対象に分類した通報の「Description」

欄を翻訳し記載する。なお、追加で通報がなされており元の通報を確認しないと概

要が確認できない場合は、元の通報を検索し、元の通報の「Description」欄を翻訳

し参考として記載する。 

⑥ 「Objectives 翻訳」列を追加し、③で翻訳対象に分類した通報の「objectives」

欄を翻訳し記載する。 

⑦ 「農林水産物」列を追加し、④～⑥より、我が国農林水産物の生産や貿易に確実

に影響がないと判断できる通報を分類する（分類例：×）。 

⑧ 「重点品目」列を追加し、④～⑥より、輸出重点品目の生産や貿易に確実に影響

がないと判断できる通報を分類する（分類例：×）。 

⑨ 複数の空白列を追加し、別途監督職員から提供する Excel 表を用いて、「Notifying 

member」に記載の通報国・地域名に対応する形で国名和訳等の属性情報を付加する

（Excel の vlookup 関数等を用いることを想定。）。 

⑩ 「輸出上位国」列を追加し、⑨より、2025 年の我が国農林水産物・食品輸出額上

位 20 か国及び EU からの通報を分類する（分類例：〇）。 
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⑪ （２）で農林水産省に報告する年月日をファイル名の頭に付し（命名例：260401_

○○○○.xlsx）、保存する。 

（２）監督職員への報告 

（１）－⑪で保存したファイルを電子メールに添付し監督職員へ送付する。 

 

３ 注意点 

作成されたファイルは農林水産省においてデータベースとして管理するため、データ

の加工や表記のルールを統一すること。 
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別紙４ 

 

 

水際での違反事例等の確認及び事業者向け案内文の作成 

 

 

（１） 農林水産省の以下のウェブサイトの「諸外国・地域の水際検査結果に関する情報」

にある各国水際検査当局 HP により、違反事例リスト等の内容を確認する。 

＜諸外国・地域の水際検査結果に関する情報＞ 

https://www.maff.go.jp/j/yusyutu_kokusai/mizugiwa_kekka.html 

 

（２） （１）で確認した内容について、別添を参考に事業者向け案内文を作成する。 
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（別添） 

 

別紙４（２）で示す事業者向け案内文の作成例は以下のとおり。 

 

＜以下、記載例＞ 

輸出された日本産農林水産物・食品の各国・地域における水際検査結果等 

 

農林水産省から、主な輸出先国・地域(以下「輸出先」といいます。)で最近公表された水

際検査結果等についてお知らせいたします。 

昨今の日本産農林水産物・食品(以下「日本産食品」といいます。)の輸出の増加に伴い、

輸出先の水際検査において残留農薬や食品添加物の基準不適合並びに証明書の不備等を理

由に通関できない事案が見られます。輸出先の規則に適合した食品を輸出することは最も

重要な基本原則ですので、輸出の際は御注意くださいますようお願いいたします。 

 

 

1.中国（日本産食品の違反件数 32 件、2024 年 9 月） 

・日本産食品の違反件数は全 471 件中 32 件(参考：8 月は全 301 件中 37 件)で、国・地域

別で違反件数が多かったのは上位から米国（69 件）、韓国(61 件)、台湾及びエクアドル

(35 件)。 

・日本の違反 32 件のうち、成都税関におけるものが 9 件で最多。 

・公表されている不合格理由は、味噌・麺類等の「要求に従った証明書又は合格証明書類

の未提出」が 13 件で最多。次いで酒類の「貨物証明書の不一致」が 8件。 

 

2.台湾(日本産食品の違反件数 4 件、2024 年 10 月) 

・公表された 51 件の違反のうち、日本産食品の違反件数は 4 件。内訳は、残留農薬基準超

過 3件（桃 1件（クロルピリホス）、ねぎ 1件（アミスルブロム及びプロチオホス）、メ

ロン 1 件（シエノピラフェン））、汚染物質基準違反 1 件（キビナゴ中のカドミウム）。  

 

3.香港(日本産食品の違反件数１件、2024 年 10 月) 

・公表された違反は１件（乾燥海藻）。違反理由は、ALPS 処理水放出に伴う 10 都県産水産

物の輸入停止関連であり、香港当局のプレスリリースによれば、茨城県で製造された疑

いがあるとのこと。 

・香港当局のプレスリリース 

https://www.cfs.gov.hk/english/press/20241003_11171.html  

 

4.韓国（日本産食品の違反件数 2 件、2024 年 10 月） 

・食品医薬品安全処から公表された違反は 2 件。内訳はイモ類加工品からの二酸化硫黄の

超過検出 1 件、金箔（食品添加物）からの銅の超過検出 1件。 
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5.タイ 

・タイ当局からの情報によれば、食品衛生証明書発行後１年以上経った日本産の冷凍牛肉

について、通関トラブルが発生し、製品が留め置かれ、ラボ検査を要したとのこと。 

 

6.米国（日本産食品の違反件数 2 件、2024 年 10 月） 

・公表された日本産食品の違反は 2件。内訳は、不衛生下での保管等 1 件（ヒラマサ）、不

適切表示 1 件（栄養補助食品）。 

 

7.EU（日本産食品の違反件数 1 件） 

・公表された日本産食品の違反は 1件。内訳は混合食品に対する衛生証明書の添付漏れ（か

つお入り大豆製品：冷凍）。 

 

 

本レポートは、参照用として、輸出先当局の公表情報を仮訳し取りまとめたものであるた

め、最終的な内容の確認はその原文において行われるようお願いします。なお、本仮訳が

原文と相違する場合は、全て原文が優先します。 

 

(参考：農水省 HP) 

・輸出先当局による水際検査結果(輸出先当局の HP へのリンク) 

https://www.maff.go.jp/j/yusyutu_kokusai/mizugiwa_kekka.html 

・諸外国・地域への輸出に関する手続き・制度に関する情報 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_process/index.html 

・植物検疫：輸出に関する情報 

https://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html#yusyutu 

・動物検疫：日本から輸出される食肉等の受入れ状況一覧 

https://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/export_meat_list.html 

 

※家きん肉や食用殻付き卵等については、日本国内における高病原性鳥インフルエンザ発

生のため一部輸出できない国・地域があります。詳細は動物検疫所の HP を御確認くださ

い。 

https://www.maff.go.jp/aqs/topix/exkakin_teishi.html 

 

(お問合せ先) 

以下の農水省 HP を御参照ください。 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_soudan/ 
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【別紙】 

様式 

 

みどりチェック実施状況報告書 

 

事業名  

事業者名  

担当者・連絡先  

 

以下のア～カの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記非

該当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する（もしく

はそのような工夫を行っている配送業者と連携する）。 
☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出

を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。 
☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して（農薬の

使用基準等を遵守して）作られたものを調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに

努めている。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、その

他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                   ） 

 

 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の

記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調のこまめ

な管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等）の実施に

努める。 
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具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記非

該当 

・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿へ

の記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯や

エンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決

めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めてい

る。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的

な点検や破損があった場合は補修等に努めている。 
☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、その

他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                   ） 

 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記非

該当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処理や堆肥製造等）を使

用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。 
☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。 ☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うこ

とに努めている。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、そ

の他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                  ） 
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エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記非

該当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷

が少ない資材に変更することを検討する。 
☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委託することも可）。 ☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に

実施している。  
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、そ

の他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記非

該当 

・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよう努めている。 ☐ ☐ 

・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよう努めている。 ☐ ☐ 

・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に関連する法令等

に適合したものを使用する。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、そ

の他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

 

カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適

切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 
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具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記非

該当 

・「環境配慮のチェック・要件化（みどりチェック）チェックシート解説書 －

民間事業者・自治体等編－」にある記載内容を了知し、関係する事項について

取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定

を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実

施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理

する。また、定期的な研修などを実施するように努めている。 
☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や

補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行

えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、そ

の他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 
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委託事業における人件費の算定等の適正化について 

 

 

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方 

 

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作

業時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の

計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。 

    また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名

を記載すること。 

 

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２ 

 

 ※１ 時間単価 

   時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一

人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。 

   ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 

        ・事業従事者に変更があった場合 

        ・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用さ

れた等） 

    ・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合 

        ・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。） 

     が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合 

   また、上記のほか、地域別、業種別等の賃金水準の変動に伴い、委託先において

賃金改定をした場合であって、実施中の委託事業に適用される時間単価が適当でな

いと認められるときは、別途委託先と協議の上、時間単価を変更することができる。

その場合、委託先との協議は、履行期限まで３か月以上ある場合に限り開始できる

ものとし、協議が調ったときは、当該賃金改定が適用された日（月を単位として適

用された場合はその月）以降の人件費について、変更後の時間単価を適用するもの

とする。 
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 ※２ 直接作業時間数 

      ① 正職員、出向者及び嘱託職員 

        直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ

計上すること。 

      ②  管理者等 

     原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事し

た時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当

該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあ

っては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休

日出勤等）を含めることができることとする。 

 

（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記

によらず次の計算式により算定することができる 

 

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数 

     

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り 

     計算による。） 

 

 

２．受託単価による算定方法 

 

 委託先（地方公共団体を除く。以下２．において同じ。）において、受託単価規程等

が存在する場合には、同規程等における単価（以下「受託単価」という。）の構成要素

等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 

    ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応しているか。 

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている

場合は、各単価及びその根拠を確認すること。 

   ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書

及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重
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複計上されていないか確認すること。 

 

＜受託単価による算定方法＞ 

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。 

 

○出向者、嘱託職員の受託単価計算 

 事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単

価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることはできない。 

 

３．実績単価による算定方法 

 

 委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切捨て） 

 

＜実績単価の算定方法＞ 

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る。）及び嘱託職員の

人件費時間単価の算定方法 

   原則として下記により算定する。 

 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間 

 

  ・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年又は前年度若しくは直近

１年間の支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年又は前年度若

しくは直近１年間の支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議の上定

めるものとする（以下同じ。）。 

 ・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手 

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面 
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 で支給されているものは除外する（以下同じ。）。 

 ・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を 

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 

業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下同じ。）。 

 ・年間理論総労働時間は、年間総支給額の算定期間に係る営業カレンダー等から年

間所定営業日数を算出し、就業規則等から１日当たりの所定労働時間を算出し、こ

れらを乗じて得た時間とする（以下同じ。）。 

 

○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法 

 出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記 

により算定する。 

 

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費等） 

÷年間理論総労働時間 

 

  ・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に 

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと 

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか 

計上できないことに注意すること。 

 

○管理者等の時間単価の算定方法 

 原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを

得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の

確定時に適用する。 

（１）原則 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間 

（２）時間外に従事した場合 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間 

 ・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働 

 時間を立証できる場合に限る。 

 ・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における 

時間外の従事時間数の合計 
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４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について 

 

  一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託

単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同

単価により人件費を算定すること。 

 

５．直接作業時間数を把握するための書類整備について 

 

 直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が

必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重

複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。 

 

【業務日誌の記載例】 

 

① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること（当該委託事

業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認めら

れないことに留意する。）。 

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること（数週間分まと 

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることが
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ないよう適切に管理すること。）。 

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間

外労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 

 ・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合 

 ・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である

場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委

託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。 

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張

等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上するこ

とができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必

要がある。 

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事

状況を確認できるように区分して記載すること。 

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤

簿）等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記

名する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この通知は、平成２２年９月２７日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託

事業から適用する。 

（経過措置） 

２ この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されて

いる平成２２年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る

委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合に

は、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。 

３ 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成２３年度以降も実施する場合に

は、本通知を適用する。 

 

   附 則 

 この通知は、令和３年１月１日から施行する。 

 



別添 

 

附 則（令和８年１月１９日付け７予第１９４２号） 

（施行期日） 

１ この通知は、令和８年１月１９日から施行する。 

（経過措置） 

２ この通知の施行前に、この通知による改正前の委託事業における人件費の算定等の

適正化について（平成 22 年９月 27 日付け 22 経第 961 号大臣官房経理課長通知。以下

「人件費通知」という。）に基づき、この通知による改正後の人件費通知と異なる取

扱いをしている委託事業における人件費の算定については、この通知による改正前の

人件費通知の規定を適用することができる。 



委  託  契  約  書  （案）  

 

支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官（経理）須田  亙（以下「甲」

という。）と○○○○○（以下「乙」という。）は、令和８年度輸出環境整備推進

委託事業（輸入規制情報の収集及び法的整理等）（以下「委託事業」という。）の

委託について、次のとおり委託契約を締結する。  

 

【契約の相手方が共同事業体の場合】  

支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官（経理）須田  亙（以下「甲」と

いう。）と■■共同事業体（以下「乙」という。）の構成員を代表する  

法人□□□□代表●●は、令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の

収集及び法的整理等）（以下「委託事業」という。）の委託について、次のとおり

委託契約を締結する。  

 

 （実施する委託事業）  

第１条  甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告する

ものとする。  

 (１ ) 委託事業名  令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の収集及び法的

整理等） 

 (２ ) 委託事業の内容及び経費  別添委託事業計画書（別紙様式第１号）のとおり  

 (３ ) 履行期限   令和９年３月２３日  

 

 （委託事業の遂行）  

第２条  乙は、委託事業を、別添の委託事業計画書に記載された計画に従って実施

しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。  

 

（委託費の限度額）  

第３条  甲は、委託事業に要する費用（以下「委託費」という。）として、  

 金      円（うち消費税及び地方消費税の額○○円）を超えない範囲内で乙

に支払うものとする。  

（注）「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法（昭和 63年法律第 108号）第 28

条第１項及び第 29条並びに地方税法（昭和 25年法律第 226号）第 72条の 82及び

第 72条の 83の規定により算出したもので、委託費の限度額に 110分の 10を乗じ

て得た金額である。  

２  乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用し

なければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。  

 

 （契約保証金）  

第４条  会計法（昭和 22年法律第 35号）第 29条の９第１項に規定する契約保証金の

納付は、予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号）第 100条の３第３号の規定

により免除する。  

 

 （再委託の制限）  

第５条   乙は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又

は請け負わせてはならない。  

  なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定

及び技術的判断等をいうものとする。  

２  乙は、この委託事業の達成のため委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け

負わせること（以下「再委託」という。）を必要とするときは、あらかじめ再委

託承認申請書（別紙様式第２号）に必要事項を記載して甲の承認を得なければな



らない。ただし、再委託ができる事業は、原則として委託費の限度額に占める再

委託の金額の割合（以下「再委託比率」という。）が 50パーセント以内の業務と

する。  

３  乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名

称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載

した書面を甲に提出しなければならない。  

ただし、本委託事業の仕様書においてこれらの事項が記載されている場合にあ

っては、甲の承認を得たものとみなす。  

４  乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の

承認を得なければならない。  

５  乙は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負（再々委託又は再々請

負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。）を必要とするときは、再々委託又は

再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第２

項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。  

６   乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変

更する必要がある場合には、第４項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変

更し、甲に届け出なければならない。  

７   甲は、前２項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確

保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができ

る。  

８  再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比

率が 50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が 100万円以下である場合

には、軽微な再委託として第２項から前項までの規定は適用しない。  

 

 （再委託の制限の例外）  

第６条   前条第１項及び第２項の規定に関わらず、再委託する業務が次の各号に該

当する場合、乙は、委託事業の主たる部分及び再委託比率が 50パーセントを超え

る業務を委任し、又は請け負わせることが出来るものとする。  

（１）再委託する業務が海外で行われる場合  

（２）広告、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となって

いる場合  

（３）会社法 (平成 17年法律第 86号 )第２条第３号の規定に基づく子会社若しくは財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (昭和 38年 11月 27日大蔵省令第

59号 )第８条第５項及び第６項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる

場合  

２  前項の再委託がある場合において、再委託比率は、当該再委託の金額を全ての

再委託の金額及び委託費の限度額から減算して計算した率とする。  

 

 （監督）  

第７条  甲は、この委託事業の適正な履行を確保するために監督をする必要がある

と認めたときは、甲の命じた監督のための職員（以下「監督職員」という。）に

監督させることができるものとする。  

２  前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとす

る。  

３  乙は、甲（監督職員を含む。）から監督に必要な委託事業実施計画表等の提出

を求められた場合は、速やかに提出するものとする。  

 

 （実績報告）  

第８条  乙は、委託事業が終了したとき（委託事業を中止し、又は廃止したときを

含む。）は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書（別紙様式第３号）



を甲に提出するものとする。  

 

 （検査）  

第９条  甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した

日から 10日以内の日（当該期間の末日が休日（行政機関の休日に関する法律（昭

和 63年法律第 91号）第１条第１項各号に掲げる日をいう。）に当たるときは、当

該末日の翌日を当該期間の末日とする。）又は当該委託事業の履行期限の末日に

属する年度の３月 31日のいずれか早い日までに、当該委託事業が契約の内容に適

合するものであるかどうかを当該実績報告書及びその他関係書類又は実地により

検査を行うものとする。  

２  甲が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に  

違反し又は不当であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求める  

ことができる。この場合においては、甲が乙から是正又は改善した給付を終了し

た旨の通知を受理した日から 10日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合する

ものであるかどうか再度検査を行うものとする。  

 

 （委託費の額の確定）  

第 10条  甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合する

と認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。  

２  前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第３条第１項に

規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。  

 

 （委託費の支払）  

第 11条  甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な精算払

請求書（別紙様式第４号）を受理した日から 30日以内にその支払を行うものとす

る。  

ただし、乙が委託事業実績報告書（別紙様式第３号）の提出に併せて、委託費

の精算払請求を行った場合は、前条第１項に規定する通知の日から 30日以内にそ

の支払を行うものとする。  

２  甲は、概算払の財務大臣協議が調った場合においては、前項の規定にかかわら

ず、乙の請求により、必要があると認められる金額については、概算払をするこ

とができるものとする。  

３  乙は、前項の概算払を請求するときは、概算払請求書（別紙様式第４号）を甲

に提出するものとし、甲は、乙からの適法な概算払請求書を受理した日から 30日

以内にその支払を行うものとする。  

 

 （過払金の返還）  

第 12条  乙は、既に支払を受けた委託費が、第 10条第１項の委託費の確定額を超え

るときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還するものとする。  

 

 （委託事業の中止等）  

第 13条  乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難と

なったときは、委託事業中止（廃止）申請書（別紙様式第５号）を甲に提出し、

甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。  

２  前項の規定により契約を解除するときは、前三条の規定に準じ精算するものと

する。  

 

 （計画変更の承認）  

第 14条  乙は、前条に規定する場合を除き、別添の委託事業計画書に記載された委

託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認



申請書（別紙様式第６号）を甲に提出し、その承認を受けなければならない。  

ただし、委託事業計画書２の収支予算の支出の部の区分欄に掲げる経費の相互

間における 30パーセント以内の金額の流用については、この限りではない。  

２  甲は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。  

 

 （契約の解除等）  

第 15条  甲は、乙がこの契約に違反した場合、又は、正当な理由なく履行の全部又

は一部が不能となることが明らかとなったときは、契約を解除し、又は変更し、

及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。  

 

 （違約金）  

第 16条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金と

して契約金額の 100分の 10に相当する額を請求することができる。  

 (１ ) 前条の規定によりこの契約が解除された場合  

 (２ ) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の

債務について履行不能となった場合  

２   次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合

とみなす。  

（１）乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16年法

律第 75号）の規定により選任された破産管財人  

（２）乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14

年法律第 154号）の規定により選任された管財人  

(３）乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成

11年法律第 225号）の規定により選任された再生債務者等  

３  甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害

について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。  

 

  （談合等の不正行為に係る解除）  

第 17条  甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部

又は一部を解除することができる。  

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。）第

７条若しくは第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合

に限る。）の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項

（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課

徴金納付命令を行ったとき又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３

項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。  

（２）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用

人を含む。）が刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の６若しくは第 198条又は

独占禁止法第 89条第１項若しくは第 95条第１項第１号の規定による刑の容疑に

より公訴を提起されたとき。  

２  乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、

速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。  

 

 （談合等の不正行為に係る違約金）  

第 18条  乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により

契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100分の 10に相

当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。  

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条

の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定に



よる排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。  

（２）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項

（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課

徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。  

（３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項

又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行った

とき。  

（４）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用

人を含む。）に係る刑法第 96条の６若しくは第 198条又は独占禁止法第 89条第

１項若しくは第 95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。  

２  乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当すると

きは、前項の契約金額の 100分の 10に相当する額のほか、契約金額の 100分の５に

相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。  

（１）前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第

１項の規定の適用があるとき。  

（２）前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人（乙又

は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）が違反行為の

首謀者であることが明らかになったとき。  

（３）乙が甲に対し、入札（又は見積）心得第３条（公正な入札（又は見積）の確

保）の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。  

３  乙は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。  

４  第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過す

る場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。  

 

 （属性要件に基づく契約解除）  

第 19条  甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要

せず、本契約を解除することができる。  

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその  

  者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務

所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質

的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団

員をいう。以下同じ。）であるとき。  

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると

き。  

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与

しているとき。  

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用す

るなどしているとき。  

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

とき。  

 

 （行為要件に基づく契約解除）  

第 20条  甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした

場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。  

（１）暴力的な要求行為  

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為  



（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為  

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為  

（５）その他前各号に準ずる行為  

 

 （表明確約）  

第 21条  乙は、第 19条の各号及び第 20条各号のいずれにも該当しないことを表明  

し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。  

２  乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」とい  

う。）を再受託者等（再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関して個

別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約

する。  

 

 （再委託契約等に関する契約解除）  

第 22条  乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直

ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象者

（再受託者等）との契約を解除させるようにしなければならない。  

２  甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは

再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反し

て当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し当該解除対象

者（再受託者等）との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を

解除することができる。  

 

 （損害賠償）  

第 23条  甲は、第 19条、第 20条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合

は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しな

い。  

２  乙は、甲が第 19条、第 20条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合

において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。  

 

 （不当介入に関する通報・報告）  

第 24条  乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標

ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当

介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これ

を拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察

への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。  

 

 （著作権等）  

第 25条  乙は、委託事業により納入された著作物に係る一切の著作権（著作権法

（昭和 45年法律第 48号）第 27条及び第 28条に規定する権利を含む。）を、著作物

の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行

使しないものとする。  

２  乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及

び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担

を含む一切の手続きを行うものとする。  

３  乙は、甲が著作物を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利

用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しな

いように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議の

上、その利用の取り決めをするものとする。  

４  この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の

紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は



自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、甲は係る紛

争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ね

る等の協力措置を講じるものとする。  

 

（著作権等の利用）  

第 26条  乙は、前条第１項の規定にかかわらず、委託事業により納入された著作物

に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲において、甲が

利用する権利及び甲が第三者に利用を許諾する権利を、甲に許諾したものとす

る。  

２  乙は、甲及び甲が許諾した第三者による利用について、著作者人格権を行使し

ないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、

当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。  

３  乙は、委託事業の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際

し、委託事業による成果である旨を明示するものとする。  

 

（委託事業の調査）  

第 27条  甲は、必要に応じ、乙に対し、実績報告書における委託費の精算に係る審

査時その他の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事

項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、

乙はこれに応じなければならないものとする。  

 

（帳簿等）  

第 28条  乙は、各委託事業の委託費については、委託事業ごとに、帳簿を作成・整

備した上で、乙単独の事業又は国庫補助事業の経費とは別に、かつ、各委託事業

の別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。  

２  乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都

度、これを行うものとする。  

３  乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証す

るための証拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」という。）を、乙の文書管理

規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の４月１日か

ら起算して５年間、整備・保管しなければならない。  

４  乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と

十分に照合した委託事業に要した経費を記載しなければならない。  

５  乙は、前各項の規定のいずれかに違反し又はその他不適切な委託費の経理を行

ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができ

ず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しな

ければならない。  

 

 （旅費及び賃金）  

第 29条  乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも各委託事業

の仕様書等に定める委託調査等の実施と直接関係ある出張又は用務に従事した場

合に限るものとする。  

２  乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合

には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付

を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。  

 

（秘密の保持等）  

第 30条  乙は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかか

わらず第三者に漏らしてはならない。  

 



（個人情報に関する秘密保持等）  

第 31条  乙及びこの委託事業に従事する者（従事した者を含む。以下「委託事業従

事者」という。）は、この委託事業に関して知り得た個人情報（生存する個人に

関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により

特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することがで

き、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）を

いう。以下同じ。）を委託事業の遂行に使用する以外に使用し、又は提供しては

ならない。  

２  乙及び委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に利用してはならない。  

３  前２項については、この委託事業が終了した後においても同様とする。  

 

（個人情報の複製等の制限）  

第 32条  乙は、委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重

複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託事業の目的を達

成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはな

らない。  

 

（個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応）  

第 33条  乙は、委託事業を行うために保有した個人情報について、漏えい等安全確

保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必

要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及

び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。  

 

（委託事業終了時における個人情報の消去及び媒体の返却）  

第 34条  乙は、委託事業が終了したときは、この委託事業において保有した各種媒

体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法によ

り情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、

返却しなければならない。  

 

（再委託の条件）  

第 35条  乙は、甲の承認を受け、この委託事業を第三者に再委託する場合は、個人

情報の取扱いに関して必要かつ適切な監督を行い、第 31条から第 34条に規定する

甲に対する義務を当該第三者に約させなければならない。  

 

（疑義の解決）  

第 36条  前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上、

解決するものとする。  

 

 

  



 

 上記契約の証として、本契約書２通を作成し、双方記名の上、各１通を保有する

ものとする。  

 

 

   令和   年   月   日  

 

 

委託者（甲）  東京都千代田区霞が関１丁目２番１号  

支出負担行為担当官  

農林水産省大臣官房参事官（経理）  

                            須田  亙    

 

 

受託者（乙）  住  所  

氏  名                          

 

 

（注）  電子契約書以外の場合は、甲乙それぞれ押印が必要。



（別紙様式第１号） 

 

委  託  事  業  計  画  書 

 

１ 事業内容 

ア 事業実施方針 

令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の収集及び法的整理等）仕様書（以下「仕

様書」という。）に基づき、事業を実施する。 

イ 事業内容 

  仕様書のとおり。 

ウ 事業実施期間 

  契約締結日～令和９年３月２３日 

エ 担当者 

オ 報告の方法 

  仕様書のとおり。 

  

 

２ 収支予算 

収入の部 

区  分 予 算 額 備   考 

 国 庫 委 託 費 

 

 

計 

  うち消費税及び地方消費税の額○○円 

 

 

支出の部 

区  分 予 算 額 備   考 

 

 

計 

  

（注）備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付すこと。 

   一般管理費を経費として計上する場合は、原則、人件費及び事業費(再委託費を除く)の10％以内とし、これによりがた

い場合は受託者の内部規程等で定められた率を使用すること。 

   備品(原型のまま比較的長期の反復使用に耐えうるもののうち取得価格が50,000円以上の物品)の購入は認めない。 

 

３ 再委託先等 

氏名又は名称 住   所 業務の範囲 必要性及び契約金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）再委託先名及び金額が記載されている提案書が当該委託事業の仕様書として採用された場合に限る。 

 

 



 

 
（契約の相手方が共同事業体の場合） 

４ 構成員の事業計画 

ア 担当事業名 イ 構成員名 ウ 構成員の事業内容 

 

 

 

 

住所 

 

 

 

 

 

 

委託限度額：     円 

 

名称 

 

 

 

 

 

 

 

住所 

 

 

 

 

 

 

委託限度額：     円 

 

名称 

 

 

 

 

 

 

住所 

 

  

 

 

委託限度額：     円 

 

名称 

 

 

・代表機関を含む構成員の担当者は相互に連携し、十分確認の上、作成すること。 

・１行目に代表機関の事業計画を記載すること。また、２行目以降は、参画する構成員の事業計画を記載すること。 

・ア 担当事業名欄については、仕様書に示す事業内容のうち構成員が実施する課題名を記載すること。 

・ウ 構成員の事業内容欄については、構成員が実施する事業内容の概略を記載すること。 

 

 

  



（別紙様式第２号） 
 

令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の収集及び法的整理等） 
再委託承認申請書 

 
番     号 
年  月  日 

 
支出負担行為担当官 

 農林水産省大臣官房参事官（経理） 殿 
 
                   （受託者） 
                     住 所 
                     氏 名             
 
  令和  年  月  日付け契約の令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の収集及び法
的整理等）について、下記のとおり再委託したいので、委託契約書第５条第２項の規定により承認され
たく申請します。 

 
記 

 
 １ 再委託先の相手方の氏名又は名称及び住所 
 
 
 ２ 再委託を行う業務の範囲 
 
 
 ３ 再委託の必要性 
 
 
 ４ 再委託金額 
 
 
 ５ 個人情報の取扱いに関する事項 
 
 
 ６ その他必要な事項 
 
 
（注）１ 申請時に再委託先及び再委託金額（限度額を含む。）を特定できない事情がある場合には、その

理由を記載すること。 
なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託金額が決定した場合には、当該事項をこの書類に

準じて、報告すること。 
２ 再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は再委託金額（限度額を含む。）を変更する 
場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。 

３ 契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。 
  



 
（別紙様式第３号） 
 

令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の収集及び法的整理等）実績報告書 

番 号 

年 月 日 

支出負担行為担当官 

農林水産省大臣官房参事官（経理） 殿 

官署支出官 

農林水産省大臣官房予算課経理調査官 殿 

（受託者） 

住 所 

氏 名 

 

令和 年 月 日付け契約の令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の収集及び法的

整理等）について、下記のとおり、事業を実施したので、委託契約書第８条の規定により、その実績

を報告します。 

   （なお、併せて委託費金    円也の支払を請求します。） 

 

記 

 

１ 事業の実施状況 

ア 事業内容 

イ 事業実施期間 

ウ 担当者 

エ 事業の成果（又はその概略） 

オ 事業成果報告書の配付実績等 

 

２ 収支精算 

収入の部 
 

区 分 
 

精算額 
 

予算額 
比  較  増  減 

 
備  考 

増 減 

国庫委託費 
 

計 

    うち消費税及び地方消費

税の額○○円 

 
支出の部 

 
区 分 

 
精算額 

 
予算額 

比  較  増  減 
 

備  考 
増 減 

 
 

計 

     

（注）・備考欄には、精算の内訳を記載すること。 

 

 

 
 
 
 



 
 

（契約の相手方が共同事業体の場合） 

３ 構成員の実績 

ア 担当事業名 イ 構成員名 ウ 構成員の事業内容 

 

 

 

 

住所 

 

 

 

 

 

 

実績額：     円 

 

名称 

 

 

 

 

 

 

 

住所 

 

 

 

 

 

 

実績額：     円 

 

名称 

 

 

 

 住所 

 

  

 

 

実績額：     円 

 

名称 

 

 

・代表機関を含む構成員の担当者は相互に連携し、十分確認の上、作成すること。 

・１行目に代表機関の事業計画を記載すること。また、２行目以降は、参画する構成員の事業計画を記載すること。 

・ア 担当事業名欄については、仕様書に示す事業内容のうち構成員が実施する課題名を記載すること。 

・ウ 構成員の事業内容欄については、構成員が実施する事業内容の概略を記載すること。 

  



（別紙様式第４号） 

 

令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の収集及び法的整理等） 

委託費概算払・精算払 請求書 

                                     

番 号 

年 月 日 

 

官署支出官 

農林水産省大臣官房予算課経理調査官 殿 

  

（受託者） 

住 所 

氏 名            

 

令和 年 月 日付け契約の令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の収集及び法的

整理等）について、下記により、委託費 

金     円也を、 概算払・精算払  により支払されたく請求します。 

                                  

記 

 
 
区 分 

 
国庫委託費 

既受領額 今回請求額 残  額 事業完了 

予定年月日 

 

備考 金額 出来高 金額 出来高 金額 出来高 

          

 

 

 

 

（注）・精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。 



（別紙様式第５号） 

 

令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の収集及び法的整理等）中止（廃止）申請書 

 

番 号 

年 月 日 

 

支出負担行為担当官 

農林水産省大臣官房参事官（経理） 殿 

    

（受託者） 

住 所 

氏 名 

 

令和 年 月 日付け契約の令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の収集及び法的

整理等）について、下記により中止（廃止）したいので、委託契約書第13条第１項の規定により申請

します。 

 

記 

 

１ 委託事業の中止（廃止）の理由 

２ 中止（廃止）しようとする以前の事業実施状況 

ア 事業について 

イ 経費について 

 

経費支出状況 

 

経費の区分 

 

 
○月○日現在 

支出済額 

 

残 額 

 

 

支出予定額 

 

中止（又は廃

止）に伴う 

不 用 額 

 

備 考 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

３ 中止（廃止）後の措置 

   ア 事業について  

   イ 経費について 

   ウ 経費支出予定明細 

 

経費の区分 

  

支出予定金額 

    
算 出 基 礎 

     （ 名 称 、 数 量 、 単 価 、 金 額 ） 

 

 

  

 

 

 



（別紙様式第６号） 

 

令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の収集及び法的整理等）計画変更承認申請書 

 

番 号 

年 月 日 

 

支出負担行為担当官 

農林水産省大臣官房参事官（経理） 殿 

 

 

（受託者） 

住 所 

氏 名            

 

令和 年 月 日付け契約の令和８年度輸出環境整備推進委託事業（輸入規制情報の収集及び法的

整理等）について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第14条第１項の規定により承認された

く申請します。 

 

記 

 

１ 変更の理由 

２ 変更する事業計画又は事業内容 

３ 変更経費区分 

 
（注）記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、 当初計画と変更計画を明確に区分して記 

載のこと。 
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